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�愛媛県告示第１０３４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに西条市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成１７年５月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１０３５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

西条地方局産業経済部商工労政課並びに西条市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
告 示

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（２件）…………………５２７

○ 新たな土地改良事業の施行の認可…………………………………５２８

○ 町営土地改良事業の施行の関係書類の縦覧（３件）……………５２８

○ ふ化業者の登録………………………………………………………５２９

○ 公共測量の終了の通知………………………………………………５２９

○ 道路の区域変更（県道河辺小田線）………………………………５２９

○ 道路の区域変更（県道論田袋口線）………………………………５２９

○ 道路の区域変更（県道篠山公園線）………………………………５２９

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………５３０

○ 電線共同溝を整備すべき道路の指定………………………………５３０

公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告…………５３０

公安委員会規則

○ 愛媛県確認事務の委託の手続等に関する規則……………………５３０

○ 愛媛県公安委員会公印規程の一部を改正する規則………………５５１

公安委員会訓令

○ 愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令…………５５１

任 免 辞 令

○ 大平 義明外…………………………………………………………５５２

正 誤

○ 平成１６年４月１日付け第１５４５号外３愛媛県訓令第４号（愛媛

県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令）中……………………５５２

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ東予店 西条市三津屋南２番
地２５号 大規模小売店舗の名称 フジ東予店 ヴェスタ壬生川店 平成１７年

３月１日
平成１７年
４月２１日

毎週（火・金）曜日発行 第１６５７号 平成１７年５月１０日

平成１７年５月１０日火曜日 第１６５７号

愛 媛 県 報

５２７
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�愛媛県告示第１０３６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、西予市三瓶町土地改良区から認可申請のあった新た

な土地改良事業（農業用道路整備事業・三瓶南地区）の施行

を平成１７年４月２７日認可した。

平成１７年５月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０３７号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（農業用用

排水施設整備事業・日野浦地区）の施行は、適当と認められ

るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第

５項において準用する同法第８条第６項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

平成１７年５月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・日野

浦地区）計画書の写し

� 久万高原町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に

関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成１７年５月１１日から６月７日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場
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�愛媛県告示第１０３８号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（農業用道

路整備事業・日野浦地区）の施行は、適当と認められるので

、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項に

おいて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり

関係書類を縦覧に供する。

平成１７年５月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農業用道路整備事業・日野浦地区

）計画書の写し

� 久万高原町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に

関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成１７年５月１１日から６月７日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場
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�愛媛県告示第１０３９号
津島町から協議のあった町営土地改良事業（ほ場整備事業

・池の岡地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良

法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用

する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を

縦覧に供する。

平成１７年５月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（ほ場整備事業・池の岡地区）計画

書の写し

� 津島町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１７年５月１１日から６月７日まで

３ 縦覧場所

津島町役場

平成１７年５月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ東予Ａ 西条市周布７１５番地
１外 荷さばき施設の位置 ２箇所 ３箇所 平成１７年

１２月２２日
平成１７年
４月２１日

駐輪場の位置 ５箇所 ８箇所 平成１７年
４月２８日

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５２８
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�愛媛県告示第１０４１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する

同法第１４条第２項の規定に基づき、東温市長から次のとおり

公共測量が終了した旨の通知があった。

平成１７年５月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（東温市都市計画図修正業務）

２ 作業期間 平成１６年１２月１日から

平成１７年３月２０日まで

３ 作業地域 東温市都市計画区域

�愛媛県告示第１０４０号
養鶏振興法（昭和３５年法律第４９号）第７条第１項の規定により、次のようにふ化業者の登録をした。

平成１７年５月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

登録番号 登 録 年 月 日 氏名（又は名称）及び住所 ふ化場の名称及びその所在地

１７第１号 平成１７年５月１日 ＪＡえひめフレッシュフーズ株式会社
伊予郡松前町大字徳丸字五屋敷７７１－１８

ＪＡえひめフレッシュフーズ株式会社ふ卵場
伊予郡松前町大字中川原新開８２番地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 河辺小田線
大洲市河辺町横山１９８８番地先から

同町横山２１５０番まで

旧 ４．０～１２．９
１２．４～１８．６

０．１６９
０．１２９

新 １２．４～１８．６ ０．１２９

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 論田袋口線 喜多郡内子町大字立山１１７番６
旧 ４．４～６．２ ０．０２６

新 ２５．４～３１．６ ０．０２６

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 篠山公園線
南宇和郡愛南町正木３３９番３から

同町正木２８９番２まで

旧 １０．０～２１．４ ０．１５０

新 １４．０～３９．０ ０．１５０

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５２９
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公 告

公安委員会規則

�愛媛県公安委員会規則第６号
愛媛県確認事務の委託の手続等に関する規則を次のように

定める。

平成１７年５月１０日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県確認事務の委託の手続等に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。

以下「法」という。）第５１条の８に規定する確認事務の委

託の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

（登録（登録更新）申請書）

第２条 確認事務の委託の手続等に関する規則（平成１６年国

家公安委員会規則第２３号。以下「委託規則」という。）第

２条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）

の登録申請書の様式は、登録（登録更新）申請書（様式第

１号）のとおりとする。

２ 登録（登録更新）申請書に添付する次の各号に掲げる書

類の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

� 委託規則第２条第２項第２号の名簿 役員名簿（様式

第２号）

� 委託規則第２条第２項第４号の書面 誓約書（様式第

３号）

３ 登録（登録更新）申請書に添付する委託規則第２条第２

項第５号の書類は、次の各号に掲げる要件の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

� 法第５１条の８第４項第１号に規定する要件 誓約書（

�愛媛県告示第１０４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０４６号
電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第３条第１項の規定に基づき、電線共同溝を整備すべき道

路を次のように指定した。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年５月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 篠山公園線
南宇和郡愛南町正木３３９番３から

同町正木２８９番２まで
平成１７年５月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

メートル

国 道 ３１７号
今治市常盤町四丁目２番１地先から

今治市別宮町三丁目７番２０地先まで
２５．０～５３．０ ５８７．２

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年４月２６日 ＮＰＯ法人
グループホーム大西 石 山 新 愛媛県今治市大西町九王甲６２２

番地１
この法人は、高齢者に対して、介護サービ
スに関する事業を行うとともに、痴呆症・
介護に関する情報を提供し、介護教育活動
・まちづくり事業・地球環境保全事業等を
通じて地域社会と交流を図る事で、互いに
助け合い、個人が尊厳を持ちつつ心豊かに
すごせる社会の醸成に寄与することを目的
とする。

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５３０



様式第４号）

� 法第５１条の８第４項第２号に規定する要件 駐車監視

員資格者証の写し

� 法第５１条の８第４項第３号に規定する要件 申請法人

の所有権、賃借権等の使用権原を証する登記事項証明書

又は賃貸借契約書の写し

（登録簿）

第３条 法第５１条の８第５項の登録簿の様式は、登録簿（様

式第５号）のとおりとする。

（登録等の通知）

第４条 公安委員会は、申請法人に対し、登録簿に記載して

法第５１条の８第１項の登録又は同条第６項の登録の更新を

行ったときは登録（登録更新）通知書（様式第６号）によ

り、登録又は登録の更新を拒否したときは登録（登録更新

）申請に関する通知書（様式第７号）により通知しなけれ

ばならない。

（登録の更新等）

第５条 登録の有効期間は、登録簿に記載した日又は従前の

登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする

。

２ 登録の更新を受けようとする者は、当該登録の有効期間

が満了する日の６月前から１月前までの間に登録（登録更

新）申請書を提出しなければならない。

（登録の取消しの通知）

第６条 公安委員会は、法第５１条の１０の規定により登録を取

り消したときは、当該法人に対し、登録取消処分通知書（

様式第８号）により通知しなければならない。

（駐車監視員資格者講習受講申込書）

第７条 委託規則第７条の受講申込書の様式は、駐車監視員

資格者講習受講申込書（様式第９号）のとおりとする。

（駐車監視員資格者講習修了証明書（認定書）再交付申請

書）

第８条 委託規則第９条第２項（第１０条第５項において準用

する場合を含む。）の再交付申請書の様式は、駐車監視員

資格者講習修了証明書（認定書）再交付申請書（様式第１０

号）のとおりとする。

（駐車監視員資格者認定申請書）

第９条 委託規則第１０条第２項の認定申請書は、駐車監視員

資格者認定申請書（様式第１１号）のとおりとする。

２ 駐車監視員資格者認定申請書に添付する委託規則第１０条

第３項の書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定めるとおりとする。

� 委託規則第１０条第１項第１号の者 申請者の経歴に関

してその者が現に所属する所属の長が作成する書面又は

人事担当課等が作成した申請者の人事記録を証する書面

� 委託規則第１０条第１項第２号の者 申請者が作成する

経歴書及び放置車両確認機関又は放置車両確認機関であ

った法人が作成する認証書類

� 委託規則第１０条第１項第３号の者 申請者が作成する

経歴書、所属団体等の証明書、推薦状その他申請者が必

要と認める各種書類

（認定考査）

第１０条 公安委員会は、駐車監視員資格者認定申請書の申請

者について、委託規則第１０条第１項各号のいずれかに該当

すると認めたときは、筆記による認定考査を行うものとす

る。

（認定の拒否）

第１１条 公安委員会は、駐車監視員資格者認定申請書の申請

者について、委託規則第１０条第１項各号のいずれにも該当

しないと認めたときは、その認定を拒否しなければならな

い。

２ 公安委員会は、前項の規定により認定を拒否したときは

、当該申請者に対し、駐車監視員資格者認定申請に関する

通知書（様式第１２号）により通知しなければならない。

（駐車監視員資格者証交付申請書）

第１２条 委託規則第１１条第１項の交付申請書の様式は、駐車

監視員資格者証交付申請書（様式第１３号）のとおりとする

。

２ 駐車監視員資格者証交付申請書に添付する委託規則第１１

条第２項第３号の書面の様式は、誓約書（様式第１４号）の

とおりとする。

（交付の拒否）

第１３条 公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付を拒否し

たときは、駐車監視員資格者証交付申請に関する通知書（

様式第１５号）により通知しなければならない。

（駐車監視員資格者証書換え交付申請書）

第１４条 委託規則第１３条第１項の書換え交付申請書の様式は

、駐車監視員資格者証書換え交付申請書（様式第１６号）の

とおりとする。

（駐車監視員資格者証再交付申請書）

第１５条 委託規則第１３条第２項の再交付申請書の様式は、駐

車監視員資格者証再交付申請書（様式第１７号）のとおりと

する。

（駐車監視員資格者証返納命令書）

第１６条 委託規則第１４条第１項の返納命令書の様式は、駐車

監視員資格者証返納命令書（様式第１８号）のとおりとする

。

（書類の提出）

第１７条 この規則により公安委員会に提出する書類は、当該

法人の主たる事務所の所在地を管轄する警察署又は申請者

の所在地を管轄する警察署を経由するものとする。

２ この規則により公安委員会に提出する書類の提出部数は

、正副２通とする。

（補則）

第１８条 この規則に定めるもののほか、確認事務の委託の手

続等に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５３１



様式第１号（第２条、第５条関係）

※受理年月日 年 月 日
※受 理 番 号
※登録年月日
※登 録 番 号

登 録 （ 登 録 更 新 ） 申 請 書

第 ２ 項 の 規 定 に よ り 登 録
道路交通法第５１条の８ の

第７項の規定において準用する同条第２項の規定により登録更新

申請をします。

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

（主たる事務所の所在地）
（名 称）
（代表者の氏名） �

（ふりがな）

法人の名称
主たる事務所
の 所 在 地 電話（ ） －

法人の種類
１ 株式会社 ２ 有限会社 ３ 財団法人 ４ 社団法人
５ その他（ ）

（ふりがな）

代表者氏名

登録通知書に記載されている登録年月日 年 月 日 登録
登録通知書に記載されている登録番号 第 号

（登録更新申請の場合のみ記載）

※

添
付
書
類

［法人関係］
□ 定款・寄付行為等
□ 登記簿の謄本
□ 役員の氏名及び住所を記載した名簿
□ 欠格事由に該当しない旨の誓約書
□ 資機材を保有する旨の誓約書
□ 駐車監視員資格者証の写し（２名以上）
□ 事務所に係る資料

［各役員関係］
□ 戸籍謄本又は抄本
□ 登記事項証明書
□ 診断書

注 ※印欄には記載しないこと。

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５３２



様式第２号（第２条関係）

役 員 名 簿
（ふりがな）

法人名称 所在地

役

員

番号 役 職 名 氏 名 生 年 月 日 住 所
１ 年 月 日
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０

注１ 番号１の欄には代表者について記載すること。
２ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。

愛
媛

県
報

平
成
１７
年
５
月
１０
日

第
１６５７

号

５３３



様式第３号（第２条関係）

誓 約 書

当法人は、道路交通法第５１条の８第３項各号に掲げる次のいずれにも該当しないことを
誓約します。

１ 道路交通法第５１条の１０の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して
２年を経過しない法人

２ 役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、
顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員
、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる
者を含む。）のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

� 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

� 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第１１９条の３第１項第３号の罪を犯し罰
金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起
算して２年を経過しない者

� 集団的に、又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する規則第３条各号に掲げる
罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

� 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第１２条若しくは第１２条の６の規定
による命令又は同法第１２条の４第２項の規定による指示を受けた者であって、当該命
令又は指示を受けた日から起算して２年を経過しないもの

� アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

� 心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規
則で定める者

愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

年 月 日

（主たる事業所の所在地）

（名 称）

（代 表 者 の 氏 名） �

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５３４



様式第４号（第２条関係）

誓 約 書

当法人は、車両、携帯電話用装置その他の無線通話装置、地図、写真機及び電子計

算機を用いて確認事務を行うものであることを誓約します。

愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

年 月 日

（主たる事業所の所在地）

（名 称）

（代 表 者 の 氏 名） �

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５３５



様式第５号（第３条、第４条、第５条関係）

登 録 簿 （ ）

登録番号 法 人 名 称 代表者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 登録（登録更新）年月日 備 考

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

注 備考欄には、登録の取消し、登録変更等の内容を記載すること。

愛
媛

県
報

平
成
１７
年
５
月
１０
日

第
１６５７

号

５３６



様式第６号（第４条関係）

第 号

登 録 （ 登 録 更 新 ） 通 知 書

（主たる事業所の所在地）

（名 称）

（代 表 者 の 氏 名） 殿

第 １ 項 に 規 定 す る 登 録
次のとおり登録簿に記載し、道路交通法第５１条の８

第６項に規定する登録の更新

を行ったので通知します。

登録（登録更新）年月日 年 月 日（有効期限 年 月 日）

登 録 番 号 第 号

（注：登録の更新は、有効期限の 月前から 月前までの間に申請してください。）

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 �

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５３７



様式第７号（第４条関係）

第 号

登録（登録更新）申請に関する通知書

（主たる事業所の所在地）

（名 称）

（代 表 者 の 氏 名） 殿

第 １ 項 に 規 定 す る 登 録
年 月 日付けの道路交通法第５１条の８

第６項に規定する登録の更新

の申請については、下記の理由により登録（登録更新）しないこととしたので通知します。

理 由

なお、この処分に不服がある場合には、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）に

基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、愛媛県公安

委員会（愛媛県警察本部交通部交通指導課経由）に対し書面をもって異議申立てをする

ことができます。また、この処分に対する取消訴訟を提起する場合には、この処分があ

ったことを知った日から６月以内に、愛媛県を取消訴訟の被告として提起することがで

きます。

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 �

照 会 先

〒７９０‐８５７３ 愛媛県松山市南堀端町２－２
愛媛県警察本部交通部交通指導課

電話（０８９）－９３４－０１１０

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５３８



様式第８号（第６条関係）

第 号

登 録 取 消 処 分 通 知 書

（主たる事業所の所在地）

（名 称）

（代 表 者 の 氏 名） 殿

道路交通法第５１条の１０の規定により、登録（登録番号 第 号）を

取り消したので通知する。

理 由

なお、この処分に対する取消訴訟を提起する場合には、この処分があったことを知っ

た日から６月以内に、愛媛県を取消訴訟の被告として提起することができます。

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 �

照 会 先

〒７９０‐８５７３ 愛媛県松山市南堀端町２－２
愛媛県警察本部交通部交通指導課

電話（０８９）－９３４－０１１０

注 登録取消処分に係る聴聞の通知を行政手続法第１５条第３項に規定する方法により行い、
かつ、被処分者が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、行政不服審査法の規定に
よる教示もあわせて行うこと。

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５３９



様式第９号（第７条関係）

※ 受 理 年 月 日 年 月 日
※ 受 理 番 号
※ 修了証明書交付年月日 年 月 日
※ 修 了 証 明 書 番 号

駐車監視員資格者講習受講申込書

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

（申請者の氏名） �

申

込

者

本 籍

住 所

〒 － 都道府県

電 話 （ ） － （自宅・携帯）
（ふりがな） 性

別
男・女

氏 名

写 真
（縦３．０㎝
×横２．４㎝）

生 年 月 日 年 月 日生
勤務先その
他の連絡先 電 話 （ ） －

受講希望日
第１希望 第 回 年 月 日から２日間及び考査
第２希望 第 回 年 月 日から２日間及び考査

（注）受講の人数調整等の理由により他の受講日を指定する場合があります。

実

施

※受講年月日

（修了考査）

年 月 日
から２日間

（ 年 月 日） ※ 修了考査の結果 合 ・ 否
※受 講 場 所
※受 講 番 号

注１ ※印欄には、記載しないこと。
２ 写真は、申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ ３．０セ
ンチメートル、横の長さ ２．４センチメートルのものとする。

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５４０



注 意 事 項

駐車監視員資格者講習を受講し、その課程を修了しても道路交通法第５１条の１３第１項

第２号に掲げる次のいずれかに該当する場合には、駐車監視員資格者証の交付を受ける

ことができません。

・ １８歳未満の者

・ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

・ 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第１１９条の３第１項第３号の罪を犯し

罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった

日から起算して２年を経過しない者

・ 集団的に、又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する規則第３条各号に掲げ

る罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由があ

る者

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第１２条若しくは第１２条の６の規

定による命令又は同法第１２条の４第２項の規定による指示を受けた者であって、当

該命令又は指示を受けた日から起算して２年を経過しないもの

・ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

・ 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意

思疎通を適切に行うことができない者

・ 駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して２年を経過し

ない者

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５４１



様式第１０号（第８条関係）

※ 受 理 年 月 日 年 月 日
※ 受 理 番 号
※ 証明書再交付年月日 年 月 日

駐車監視員資格者講習修了証明書（認定書）再交付申請書

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

（申請者の氏名） �

申

請

者

本 籍

住 所

〒 － 都道府県

電 話 （ ） － （自宅・携帯）
（ふりがな） 性

別
男 ・ 女

氏 名

生年月日 年 月 日生

勤 務 先
電 話 （ ） －

証

明

書

番 号

交付年月日 年 月 日

再交付を申請
す る 事 由

注１ ※印欄には、記載しないこと。
２ 「再交付を申請する事由」欄には、亡失又は滅失の状況を記載すること。
３ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５４２



様式第１１号（第９条、第１０条、第１１条関係）

※ 受 理 年 月 日 年 月 日
※ 受 理 番 号
※ 認 定 年 月 日 年 月 日
※ 認 定 書 番 号

駐 車 監 視 員 資 格 者 認 定 申 請 書

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

（申請者の氏名） �

申

請

者

本 籍

住 所

〒 － 都道府県

電 話 （ ） － （自宅・携帯）
（ふりがな） 性

別
男・女

氏 名

写 真
（縦３．０㎝
×横２．４㎝）

生年月日 年 月 日生

勤務先その
他の連絡先

電 話 （ ） －

実

施

※認定考査日 年 月 日
※認定考査の結果 合 ・ 否※受験場所

※受験番号

注１ ※印欄には、記載しないこと。
２ 写真は、申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ ３．０セ
ンチメートル、横の長さ ２．４センチメートルのものを貼り付けること。

３ 確認事務の委託の手続等に関する規則第１０条第１項各号のいずれかに該当する者であ
ることを証する書面を添付すること。

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５４３



様式第１２号（第９条、第１０条、第１１条関係）

第 号

駐車監視員資格者認定申請に関する通知書

（ 住 所 ）

（ 氏 名 ） 殿

年 月 日付けの道路交通法第５１条の１３第１項第１号ロの規定による駐

車監視員資格者認定の申請については、下記の理由により認定しないこととしたので通

知します。

理 由

なお、この処分に不服がある場合には、行政不服審査法（昭和３７年法律第 １６０号）に

基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、愛媛県公安

委員会（愛媛県警察本部交通部交通指導課経由）に対し書面をもって異議申立てをする

ことができます。また、この処分に対する取消訴訟を提起する場合には、この処分があ

ったことを知った日から６月以内に、愛媛県を取消訴訟の被告として提起することがで

きます。

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 �

照 会 先

〒７９０‐８５７３ 愛媛県松山市南堀端町２－２
愛媛県警察本部交通部交通指導課

電話（０８９）－９３４－０１１０

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５４４



様式第１３号（第１２条関係）

※ 受理年月日 年 月 日
※ 受 理 番 号
※ 交付年月日 年 月 日
※ 資格者証番号

駐車監視員資格者証交付申請書

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

（申請者の氏名） �

申

請

者

本 籍

住 所

〒 － 都道府県

電 話 （ ） － （自宅・携帯）
（ふりがな） 性

別
男・女

氏 名

写 真
（縦３．０㎝
×横２．４㎝）

生年月日 年 月 日生

勤務先その
他の連絡先

電 話 （ ） －

証
明
書

番 号

交付年月日 年 月 日

※
添
付
書
類

□ 修了証明書又は認定書
□ 戸籍謄本又は抄本
□ 登記事項証明書
□ 診断書
□ 誓約書
□ 写真２枚（うち一枚貼付）

注１ ※印欄には、記載しないこと。
２ 写真は、申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ３．０セン
チメートル、横の長さ２．４センチメートルのものとし、裏面に氏名と撮影年月日を記載す
ること。

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５４５



様式第１４号（第１２条関係）

誓 約 書

私は、道路交通法第５１条の１３第１項第２号イからハまでに掲げる次のいずれにも該当
しない者であることを誓約します。

・ １８歳未満の者

・ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

・ 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第１１９条の３第１項第３号の罪を犯し罰
金の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日か
ら起算して２年を経過しない者

・ 集団的に、又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する規則第３条各号に掲げる
罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第１２条若しくは第１２条の６の規定
による命令又は同法第１２条の４第２項の規定による指示を受けた者であって、当該命
令又は指示を受けた日から起算して２年を経過しない者

・ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

・ 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思
疎通を適切に行うことができない者

・ 駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して２年を経過しな
い者

愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

年 月 日

住 所

氏 名 �

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５４６



様式第１５号（第１３条関係）

第 号

駐車監視員資格者証交付申請に関する通知書

（ 住 所 ）

（ 氏 名 ） 殿

年 月 日付けの道路交通法第５１条の１３第１項に規定する駐車監視員資

格者証の交付の申請については、下記の理由により交付しないこととしたので通知しま

す。

理 由

なお、この処分に不服がある場合には、行政不服審査法（昭和３７年法律第 １６０号）に

基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、愛媛県公安

委員会（愛媛県警察本部交通部交通指導課経由）に対し書面をもって異議申立てをする

ことができます。また、この処分に対する取消訴訟を提起する場合には、この処分があ

ったことを知った日から６月以内に、愛媛県を取消訴訟の被告として提起することがで

きます。

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 �

照 会 先

〒７９０‐８５７３ 愛媛県松山市南堀端町２－２
愛媛県警察本部交通部交通指導課

電話（０８９）－９３４－０１１０

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５４７



様式第１６号（第１３条関係）

※ 受理年月日 年 月 日
※ 受 理 番 号
※ 交付年月日 年 月 日

駐車監視員資格者証書換え交付申請書

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

（申請者の氏名） �

申

請

者

本 籍

住 所

〒 － 都道府県

電 話 （ ） － （自宅・携帯）
（ふりがな） 性

別
男・女

氏 名

写 真
（縦３．０㎝
×横２．４㎝）

生年月日 年 月 日生

勤務先その
他の連絡先

電 話 （ ） －
資
格
者
証
番
号

資格者証

番 号

交付年月日 年 月 日

書換え交付を
申請する事由

注１ ※印欄には、記載しないこと。
２ 「書換え交付を申請する事由」欄には、変更事項の内容及びその理由を記載すること。
３ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５４８



様式第１７号（第１５条関係）

※ 受理年月日 年 月 日
※ 受 理 番 号
※ 交付年月日 年 月 日

駐車監視員資格者証再交付申請書

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 殿

（申請者の氏名） �

申

請

者

本 籍

住 所

〒 － 都道府県

電 話 （ ） － （自宅・携帯）
（ふりがな） 性

別
男・女

氏 名

写 真
（縦３．０㎝
×横２．４㎝）

生年月日 年 月 日生

勤務先その
他の連絡先

電 話 （ ） －
資
格
者
証
番
号

資格者証

番 号

交付年月日 年 月 日

再 交 付 を
申請する事由

注１ ※印欄には、記載しないこと。
２ 「再交付を申請する事由」欄には、亡失又は滅失の状況を記載すること。
３ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５４９



様式第１８号（第１６条関係）

第 号

駐車監視員資格者証返納命令書

（住所）

（氏名） 殿

道路交通法第５１条の１３第２項の規定により、駐車監視員資格者証

（第 号）の返納を命ずる。

理 由

この返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から１０日以内に当該駐車監視員資

格者証を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。

なお、この処分に対する取消訴訟を提起する場合には、この処分があったことを知っ

た日から６月以内に、愛媛県を取消訴訟の被告として提起することができます。

年 月 日

愛 媛 県 公 安 委 員 会 �

照 会 先

〒７９０‐８５７３ 愛媛県松山市南堀端町２－２
愛媛県警察本部交通部交通指導課

電話（０８９）－９３４－０１１０

注 登録取消処分に係る聴聞の通知を行政手続法第１５条第３項に規定する方法により行い、
かつ、被処分者が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、行政不服審査法の規定に
よる教示もあわせて行うこと。

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５５０



公安委員会訓令

�愛媛県公安委員会規則第７号
愛媛県公安委員会公印規程の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。

平成１７年５月１０日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県公安委員会公印規程の一部を改正する規則

愛媛県公安委員会公印規程（昭和３６年愛媛県公安委員会規

則第１号）の一部を次のように改正する。

別表の１の表２の項管理責任者の欄及び用途の欄を次のよ

うに改める。

交通指導課長

運転免許管理課長

警察署長

１ 自動車の使用の制限に関する

事務用

２ 自動車の使用者に対する通知

の事務用

３ 放置車両の確認及び標章の取

付けに関する事務の委託の手続

等に関する事務用

４ 高齢者講習終了証明書の作成

用

５ 警察署長専決事務用

別表の１の表５の項管理責任者の欄中「運転免許管理課長

」を
「交通指導課長

に改め、同項用途の欄中第１号を
運転免許管理課長」

第２号とし、同表同項同欄に第１号として次の１号を加える

。

１ 駐車監視員資格者証の作成用

別表の１の表１０の項管理責任者の欄中「運転免許管理課長

」を
「交通指導課長

に改め、同項用途の欄中第９号及
運転免許管理課長」

び第１０号を削り、第８号を第１１号とし、第７号を第１０号とし

、第６号を第９号とし、第５号の次に次の３号を加える。

６ 風俗営業管理者証作成プレス用

７ 風俗営業所等の立入りに係る身分証明書作成プレス用

８ 駐車監視員資格者証作成プレス用

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公安委員会訓令第２号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次

のように定める。

平成１７年５月１０日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員

会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

別表１道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）の項専決事項

の欄中第２７号を第３０号とし、第５号から第２６号までを３号ず

つ繰り下げ、第４号の次に次の３号を加える。

５ 第５１条の１３第１項の規定による駐車監視員資格者証の

交付

６ 第５１条の１３第１項第１号ロの規定による駐車監視員資

格者の認定

７ 第５１条の１３第２項の規定による駐車監視員資格者証の

返納命令

別表１に次のように加える。

確認事務の委託
の手続等に関す
る規則（平成１６
年国家公安委員
会規則第２３号）

１ 第２条第１項の規定による登録
申請書の受理

２ 第１０条第４項の規定による認定
書の交付

別表２の１の�の表道路交通法の項専決事項の欄中第７号
を第１１号とし、第１号から第６号までを４号ずつ繰り下げ、

同表同項同欄に第１号から第４号までとして次の４号を加え

る。

１ 第５１条の８第６項の規定による登録の更新

２ 第５１条の９の規定による法人に対する適合命令

３ 第５１条の１１第１項の規定による法人に対する報告の指

示及び受理並びに事務所への立入検査

４ 第５１条の１３第１項第１号イの規定による駐車監視員資

格者講習の実施

別表２の１の�の表に次のように加える。

確認事務の委託

の手続等に関す

る規則

１ 第２条第３項の規定において準

用する同条第１項の規定による登

録更新申請書の受理

２ 第６条の規定による駐車監視員

資格者講習の公示

３ 第９条第１項の規定による駐車

監視員資格者講習修了証明書の交

付

４ 第１０条第１項の規定による駐車

監視員資格者の認定に係る審査

５ 第１０条第２項の規定による認定

申請書の受理

６ 第１４条第２項の規定による駐車

監視員資格者証の返納の受理

別表２の２の�の表に次のように加える。

確認事務の委託

の手続等に関す

る規則

１ 第７条第１項の規定による駐車

監視員資格者講習の受講申込書の

受理

２ 第９条第２項（第１０条第５項に

おいて準用する場合を含む。）の

規定による駐車監視員資格者講習

修了証明書の再交付申請書の受理

及び再交付

３ 第１１条第１項の規定による駐車

監視員資格者証の交付申請書の受

理

４ 第１３条第１項の規定による駐車

監視員資格者証の書換え交付申請

書の受理及び書換え交付

５ 第１３条第２項の規定による駐車

監視員資格者証の再交付申請書の

受理及び再交付

附 則

愛 媛 県 報平成１７年５月１０日 第１６５７号

５５１



任 免 辞 令

正 誤

この訓令は、公布の日から施行する。

�任免辞令
４月２４日

愛媛県技術吏員 大 平 義 明

願により本職を免ずる

退職手当は支給しない（愛媛県職員退職手当条例第１４条）

４月２５日

近 藤 啓

愛媛県技術吏員に任命する

行政職８級を命ずる

県民環境部環境局原子力安全対策推進監を命ずる

�正 誤

平成１６年４月１日付け第１５４５号外３愛媛県訓令第４号（愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令）中

ページ ７

箇 所 上から２５行目

誤 ７ 決裁を経た事件の経費の支出命令 ○

正 ７ 決裁を経た事件の経費の支出命令 ○

平成１７年５月１０日 印刷
平成１７年５月１０日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円５５２
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